
新型コロナウイルス感染症の
５類への位置づけ変更に伴う対応について

京都市保健福祉局医療衛生企画課
令和５年４月２８日

第55回京都市新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料
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【国及び本市の対応方針】
令和５年５月８日から感染症法上の位置づけが２類相当から５類に変更されることにより、行政の関与を

前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行する。
移行を進めていくため、京都府において９月末までの移行計画を策定。
５月８日以降の変更点等は次のとおり。

ア 外来体制
・発熱等の診療に対応する外来対応医療機関を拡充し、京都府ホームページで公表する。

診療・検査医療機関数：市内627箇所 → ５月８日以降の外来対応医療機関数：市内732箇所（4/27時点）
・基本的にかかりつけ患者に限定せずに診療が可能となる。
・変更前のゴールデンウィーク期間については、府市協調で支援金を交付し、診療・検査体制を確保する。

５月３日～５日 医療機関：市内128箇所、薬局：市内92箇所（4/26時点）
・５月８日以降は通常医療体制へ移行するため、日曜日・祝日における診療・検査体制確保の支援金は廃止。

１．医療提供体制①

R5.3 R5.4 R5.5～R5.9 R5.10～R6.3 R6.4～

外来
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的
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診療・検査医療機関で診療

設備整備支援

日曜日・祝日等の医療提供体制拡充
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５
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～

外来対応医療機関を公表
幅広い医療機関で診療
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イ 入院調整
・軽症・中等症Ⅰの患者 ：医療機関間で調整。
・重症者・中等症Ⅱの患者：保健所を経由せず、医療機関が直接、京都府の入院支援センター（入院医療コント

ロールセンターを改編）に連絡し調整。１０月以降は、その進捗を踏まえ、医療機
関間における調整に移行。（入院支援センターは廃止予定）

・保健所による医療機関等への搬送は終了。

１．医療提供体制②

ウ 入院体制
入院が必要な方への対応を全ての病院で行うことを目指す。
府下の病床数 ６１病院 ９３７床（４月１日時点）→１０４病院 １，０４５床（５月８日以降）

R5.3 R5.4 R5.5～R5.9 R5.10～R6.3 R6.4～
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調整

幅
広
い
医
療
機
関
に

よ
る
自
律
的
な
対
応

に
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行

入院
体制

コロナ受入病床による対応
病床確保料の支援、設備整備支援

都道府県による移行計画の策定

病床確保料等支援

全病院で対応

医療機関間での調
整に段階的移行

５
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へ
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置
づ
け
変
更

５
月
８
日
～

入院支援センターは廃
止予定

都道府県の入院調整本部で入院調整
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エ 自宅療養
・個々の陽性者についての発生届がなくなり、感染症法に基づくプッシュ型の健康観察は国通知に基
づき終了。
・パルスオキシメーター等の貸与は５月６日午後５時までの受付分、生活支援物資の配送は５月４日午
後１２時までの受付分をもって終了。
・陽性者登録制度は、５月７日午後３時までの受付分をもって終了。
・新たな変異株の出現等により感染者が著しく増加し、医療ひっ迫が懸念される場合は、本市として自
宅療養者等の支援を検討・実施。

オ 宿泊療養
宿泊療養施設は廃止される。

１．医療提供体制③

R5.3 R5.4 R5.5～R5.9 R5.10～R6.3 R6.4～
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宿泊
療養

宿泊療養施設（３月末で一部廃止）

２４時間医療管理体制・往診医療機関支援等 ※
５
類
へ
位
置
づ
け
変
更

５
月
８
日
～

※ ５月８日以降の自宅療養に係る医療支援の実施は、医療ひっ迫が懸念される場合等、本市として検討・実施

パルスオキシメーター等、生活支援物資の配送

陽性者登録制度
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２．外出を控えることが推奨される期間等（療養期間）

発症日から５日間経過し、かつ、症状軽快後２４時間経過するまで（※１）

４日目まで
に症状軽快

５日目以降
に症状軽快

０日目※２ １日目 Ｘ日目
Ｘ＋１
日目

５日目

発症
症状
軽快

療養
最終日

24時間

０日目※２ １日目 ・・・ ５日目 Ｘ日目
Ｘ+１
日目

発症
症状
軽快

療養
最終日

24時間

※１ 外出を控えることが推奨される期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
※２ 無症状の場合は検体採取日を０日目とします。

【療養中の過ごし方】
発症後３日間は、ウイルス排出量が非常に多く、発症後５日間が周りの人にうつすリスクが特に高く注

意が必要です。また、１０日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを
着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、配慮をお願いします。

発症後１０日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケット
を心掛けてください。

症状が重い場合（高熱が続く、呼吸が苦しい、意識状態がおかしいなど具合が悪い場合）は、早めに医
療機関を受診してください。 5



・外来医療費及び医療機関におけるコロナ検査（保険診療）の自己負担分が無料となる公費支援は終了（保険
診療における自己負担額が発生）。
・これまで特例承認又は緊急承認されたコロナ治療薬の自己負担額は引き続き全額を公費支援。
・入院医療費は医療保険制度における高額療養費算定基準額の自己負担限度額から原則２万円（２万円未満の
場合はその額）を減額。
・これらは９月末までの暫定措置であり、その後は感染状況等や他の疾患との公平性も考慮し、国で検討。

・医療機関と高齢者施設等との連携等により、入院が必要な高齢者が適切かつ確実に入院できる体制の確保
を引き続き進める。
・施設等における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等は当面実施。（集中的検査、
医療コーディネートチーム、協力医療機関又は外部の医療機関による往診に必要な経費の支援等）

３．医療費の公費負担

４．高齢者等施設支援

R5.3 R5.4 R5.5～R5.9 R5.10～R6.3 R6.4～

医療費
公費負担

幅
広
い
医
療
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関

に
よ
る
自
律
的
な

対
応
に
移
行

高齢者
施設等
支援

外来・入院医療費の公費負担 原則、自己負担（9月末までは軽減措置）

従事者の集中的検
査、施設内感染対
策の徹底、協力医
療機関等の支援

従事者の集中的検査、施設内感染対策の徹底
施設医・協力医療機関等の支援

５
類
へ
位
置
づ
け

変
更

５
月
８
日
～

6



・発熱時等の受診相談及び陽性判明後の体調急変時の相談をお受けするため、９月末まで引き続き相談窓口を設置。
・京都市新型コロナ陽性者フォローアップセンター（以下、「FUC」という。）は、きょうと新型コロナ医療相談
センター（府市共同設置）と一体的に運用することとし、名称を「きょうと新型コロナ医療相談センター 京都市
療養者相談ダイヤル」に変更。
・療養支援のためのチャットボットやLINEアカウント「京都市新型コロナサポートヒロメズ」も９月末まで継続。

５．相談対応

R5.3 R5.4 R5.5～R5.9 R5.10～R6.3 R6.4～

相談窓口

幅
広
い
医
療
機
関
に
よ
る
自

律
的
な
対
応
に
移
行

きょうと新型コロナ医療相談セン
ター（受診相談）
〃 京都市療養者相談ダイヤル

（体調急変時等の相談のみ継続）
チャットボット、LINEアカウント

きょうと新型コロナ医療相談センター
（受診相談）

FUC（陽性者登録、プッシュ型の健康
観察、体調急変時の相談等）
チャットボット、LINEアカウント

５
類
へ
位
置
づ
け
変
更

５
月
８
日
～

＜相談窓口＞
（発熱時等の受診相談）

きょうと新型コロナ医療相談センター ０７５－４１４－５４８７
（陽性判明後の体調急変時の相談）

きょうと新型コロナ医療相談センター 京都市療養者相談ダイヤル ０５０－３６１４－９５７５
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・新規陽性者数、死亡者数の広報は、５月７日分の発表（５月８日広報）をもって終了。
・新型コロナウイルス感染症週報、検査件数、相談件数等の公表も、５月７日分までで終了。

７．新規陽性者数等広報、週報等の発表

R5.3 R5.4 R5.5～R5.9 R5.10～R6.3 R6.4～

発生動向の
把握

幅
広
い
医
療
機
関
に
よ
る
自
律
的

な
対
応
に
移
行発生者数等広

報、週報等の
発表

発生者数、死亡者数の広報、
新型コロナウイルス感染症週報、
検査件数、相談件数等の公表

５
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へ
位
置
づ
け
変
更

５
月
８
日
～

・定点医療機関による感染動向把握に移行。
・ゲノム解析による変異株の把握は引き続き実施。

６．発生動向の把握

全医療機関からの日次報告・発生届提出
新規陽性者数の把握・公表

変異株の把握（ゲノム解析）

定点医療機関からの報告（週１回）
感染動向把握・公表（インフルと同様）

変異株の把握（ゲノム解析）
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令和５年５月 ８日 類型変更（特別対応から通常対応へ考え方が転換）
・都道府県における移行計画に基づく医療体制に
・病床確保料・診療報酬の見直し施行

～９月３０日 医療体制の状況等を検証（行政の相談窓口の設置、診療報酬の見直し等）

令和６年３月３１日 移行期間終了

４月 １日 診療報酬、介護報酬が同時改定され、新たな診療報酬体系に移行
⇒幅広い医療機関による自律的な対応に移行
（保健所の役割は発生動向の把握のみとなる。）

９．５類化に係るスケジュール

・５月８日以降は、これまでの全庁を挙げた臨時的な体制から、業務量に応じた平常の業務体制に移行し、基
本的に平日昼間のみの対応に変更。（ただし、新たな変異株が発生した場合や感染が再拡大し、国における感
染症法上の位置づけが再び変わる場合などは、速やかに体制を再構築する。）

８．保健所体制

R5.3 R5.4 R5.5～R5.9 R5.10～R6.3 R6.4～

保健所体制

幅
広
い
医
療
機
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に
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自
律

的
な
対
応
に
移

行

全庁職員応援体制

365日対応

8:45~22:00

※保健所の主な役割が発生動向の把握や感染防止
周知啓発となるため、それに応じた体制に移行

平日8：45～17：30
※高齢施設等対応のみ
土曜日も実施

５
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置

づ
け
変
更

５
月
８
日
～
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発
熱
等
の
症
状
が
あ
る
場
合

重症化リスク
の高い方

（高齢者、基
礎疾患を有す
る方※1、妊婦

など）

６歳未満の
小児

症状が重いな
ど受診を希望
される方

上記以外の場
合で、症状が
軽く、受診を
希望されない

方

自宅等で療養

医
療
機
関
に
受
診

検
査
キ
ッ
ト
に
よ
る

自
己
検
査
等

相談窓口

原則、医療機関間
による入院調整

入院必要（医師の判断）
【軽症・中等症Ⅰ】

体調悪化時の
相談

※１ 基礎疾患を有する方：悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患（ COPD 等）、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、
肥満（ BMI30 以上）、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下の者

※２ 医療機関は、必要に応じて画像検査等受入医療機関と連携

【令和５年５月８日以降９月末まで】新型コロナウイルス感染症の受診検査・療養体制

〇きょうと新型コロナ医療相
談センター
【電話番号】
075－414－5487

【受付時間】
土日祝日を含む２４時間

入院不要

陽性の場合

入院

かかりつけ医や身近な医療機関へ相談・受診

検査料を含む医療費（窓口負担割
合１～３割）は自己負担
（一定期間、高額な治療薬のみ公
費負担）

医療費（窓口負担割合１～３割）
や食事代は自己負担
（９月末まで、一部軽減措置有）

〇きょうと新型コロナ医療相談セン
ター 京都市療養者相談ダイヤル
【電話番号】

050-3614-9575
【受付時間】
土日祝日を含む２４時間

相談窓口

相談

かかりつけ医や身近な医療機関へ相談・受診

体調悪化時

検査キットは自費購入
（体外診断医薬品又は第１類医薬
品と表示のあるもの）

感染拡大時は、外来ひっ迫回避のため、自己検査を推奨

相談

入院必要（医師の判断）
患者情報取得の同意要
【中等症Ⅱ・重症】

入院支援センター
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【令和５年５月８日以降９月末まで】高齢者施設等の療養体制

高齢者施設等※１

相談・受診入所者等が発
熱等の症状

他の入所者等の
体調確認・陽性
者の隔離等

施設内で療養

施設医・連携医療機関等で
の対応が困難な場合に相談

高齢者施設等新型コロナ医療
コーディネートチーム

原則、施設医・
連携医療機関等
による入院調整

入院

対応依頼

施
設
医

連
携
医
療
機
関
等

体調悪化時に
相談・受診

入院不要

保健所

医療提供等
患者発生の報告・検
査依頼・相談等

検査実施・感
染制御指導等

相談受付
検査受付等

施設訪問診療等協力機関

※１ 高齢者施設等：高齢者入所施設、障害児者入所施設

※２ 医療費について
【受診費】
検査料を含む医療費（窓口負担割
合１～３割）は自己負担
（一定期間、高額な治療薬のみ公
費負担）
【入院費】
医療費（窓口負担割合１～３割）
や食事代は自己負担
（９月末まで、一部軽減措置有）

※２

※２

※２入院必要（医師の判断）
【軽症・中等症Ⅰ】

入院必要（医師の判断）
患者情報取得の同意要
【中等症Ⅱ・重症】

入院支援センター
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＜参考＞5類感染症への移行に伴う変更点

項目 ５類移行前（～5/7） ５類移行後（5/8～）

外来医療費 陽性判明後の外来医療費の自己負担分を公費支援
新型コロナ治療薬の費用は９月末まで公費支援を継続
その他の外来医療費は保険診療に伴う自己負担

入院医療費 入院医療費の自己負担分を公費支援
新型コロナ治療のための入院費用は、９月末まで高額療養費の自己負担
額から、原則２万円（２万円未満の場合はその額）を減額

検査費用
患者を発見・隔離するため、有症状者等の検査費
用を公費支援

終了

クラスター発生
時の集中的検査

入院医療機関、高齢者施設等における従事者等へ
の集中的検査は、行政検査として実施

９月末まで継続

発熱時等の受診
相談

きょうと新型コロナ医療相談センターで２４時間
対応

９月末まで継続

陽性者及びその
家族からの相談

FUCで２４時間対応
陽性判明後の体調急変時の相談のみ９月末まで継続
きょうと新型コロナ医療相談センター 京都市療養者相談ダイヤルに名
称を変更

健康観察 発生届対象者について、保健所又はFUCが実施
終了。ただし、５月７日以前に陽性となり希望する方については、療養
期間中（最大７日間）は引き続き実施する。

生活支援物資 希望者に対し提供 ５月４日午後１２時までの受付分で終了

パルスオキシ
メーター

健康観察上、必要と認めたものに貸与 ５月６日午後５時までの受付分で終了

陽性者登録 FUCに申請 ５月７日午後３時までの受付分で終了

宿泊療養施設 患者隔離のための施設として京都府が設置 廃止（滞在は５月８日の午前８時３０分まで）

療養証明書
発生届が提出された者について、療養終了後に必
要となる証明書を発行

５月７日までに診断され、発生届が提出された者のみ継続（ただし、My 
HER-SYSでの対応は９月末まで）

濃厚接触者等への
宿泊施設あっせん

家庭内感染を予防するため、希望する濃厚接触者
等に宿泊施設をあっせんし、宿泊費の一部を補助

５月２日午後５時３０分までの受付分で終了
滞在は５月８日のチェックアウト時刻まで 12


